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■申告者の本人確認ができる書類　※P.３参照

　※本人確認書類がない場合、受付はできません。

■申告者のマイナンバーカードまたは通知カード

　※P.３参照
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　ご自宅から、スマートフォンやパソコンとマイナンバーカードを利用して、国税庁ホーム

ページ「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、e-Taxによる電子送信ができます。

なお、印刷して郵送で提出することも可能です。詳しくは、国税庁ホームページをご確認くだ

さい。

〈郵送先〉〒254-8534　平塚市浅間町9-1　東京国税局業務センター平塚分室（小田原税務署）宛　

〈郵送先〉〒258-8501　足柄上郡大井町金子１９９５番地　大井町役場税務課　宛

　町県民税申告書は、郵送でも提出することができます。必要事項を記入し、必要書類

を添付してご提出ください。また電子申告（e-kanagawaまたはeL-Tax）も受け付けて

おります。（マイナンバーカードによる認証が必要です。）

詳しくはホームページをご覧ください。

▲令和 7 年分
確定申告特集
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小田原税務署の確定申告会場は、令和８年2月1６日（月）から開設します。

令和8年２月１６日（月）～３月１６日（月）　

※土、日、祝日及び振替休日は開場しません。

8時30分～１６時まで

（注）混雑状況により受付を早めに締め切る場合

　　　があります。

①確定申告会場への入場にはLINEによるオンラ

　イン事前予約が必要です。

②当日、確定申告会場でも入場整理券を配付して

　おりますが、入場整理券の配付が終了次第、

　事前予約の方以外の受付を締め切ります。

③体調のすぐれない方はご来署を控えていただくようお願いいたします。

④税務署の駐車場には限りがありますので、ご来署の際は公共交通機関を

　ご利用ください。

⑤税務署の確定申告会場で青色申告決算書を作成した場合は、65万円の

　青色申告特別控除は適用できません。

●開設期間

●受付時間

●相談時間

●そ の 他
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